
志木市介護保険運営協議会条例

（設置）

第１条 老人福祉事業及び介護保険事業の運営に関し、有識者及び市民

による総合的かつ一体的な審議、評価等を行うため、志木市介護保険

運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。

（所掌事務）

第２条 協議会は、次に掲げる事項について、調査審議を行う。

(1) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の８第１項に

規定する老人福祉計画及び介護保険法（平成９年法律第１２３号。

以下「法」という。）第１１７条第１項に規定する介護保険事業計

画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 法第８条第１４項に規定する地域密着型サービス及び法第８条の

２第１２項に規定する地域密着型介護予防サービスの指定等に関す

ること。

(3) 法第１１５条の２３第３項に規定する指定介護予防支援の委託に

関すること。

(4) 法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターの運

営に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、老人福祉事業及び介護保険事業の運

営について市長が必要と認める事項に関すること。

（組織）

第３条 協議会は、委員１３人以内をもって組織する。

（委員）

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 介護、保健、医療及び福祉関係者

(3) 市内の団体を代表する者

(4) 公募による市民



(5) その他市長が必要と認める者

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。

３ 委員は、再任されることができる。

（会長及び副会長）

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定め

る。

２ 会長は、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠け

たときは、その職務を代理する。

（会議）

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議

長となる。

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができな

い。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長

の決するところによる。

４ 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることが

できる。

（部会）

第７条 協議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができ

る。

２ 部会に属すべき委員は、委員のうちから会長が指名する。

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

４ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじ

め部会長の指名する委員がその職務を代理する。

５ 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

６ 部会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことが

できない。

７ 部会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、



部会長の決するところによる。

８ 部会の会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求める

ことができる。

（庶務）

第８条 協議会の庶務は、福祉部長寿応援課において処理する。

（委任）

第９条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項

は、市長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（最初の委員の任期）

２ この条例の施行の後最初に委嘱される委員の任期は、第４条第２項

の本文の規定にかかわらず、４年とする。

（志木市老人保健福祉計画審議会条例の廃止）

３ 志木市老人保健福祉計画審議会条例（平成５年志木市条例第３号）

は、廃止する。

（志木市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正）

４ 志木市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償条例（昭和５３年志木

市条例第１０号）の一部を次のように改正する。

別表老人保健福祉計画審議会の項を次のように改める。

介護保険運営協議会 会長 日額 ３，５００

委員 ３，０００


